
大津市中心市街地活性化協議会 プロジェクト会議規程 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、大津市中心市街地活性化協議会規約第１４条第１項の規定に基づき、大津市中心市街地 

活性化協議会プロジェクト会議（以下「プロジェクト会議」という。）の運営に関し、必要な事項を定める 

ものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 プロジェクト会議は、大津市中心市街地活性化協議会全体会議（以下「全体会議」という。）の会長 

（以下「会長」という。）の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 大津市中心市街地の活性化を目的とする調査研究並びに事業の企画及び実施 

 (2) その他大津市中心市街地の活性化に関する事項 

 

（組織） 

第３条 プロジェクト会議は、次に掲げる者をもって組織する。 

 (1) プロジェクトリーダー（以下「リーダー」という。） １名 

 (2) プロジェクトサブリーダー（以下「サブリーダー」という。） １名 

 (3) プロジェクト委員 

２ リーダーは、全体会議の委員の中から会長が指名する者をもって充てる。 

３ リーダーは、プロジェクト会議を代表し、会務を総理する。 

４ サブリーダーは、リーダーが指名する者をもって充てる。 

５ サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故等があるときは、その職務を代理する。 

６ プロジェクト委員は、リーダーがその目的の達成に必要であると判断した全体会議の委員又は、全体会議 

の委員以外の事業者、団体もしくは個人をもって組織する。 

 

（会議） 

第４条 プロジェクト会議は、リーダーが招集し、その議長となる。 

２ リーダーは、必要に応じてプロジェクト会議に関係者等の出席を求めることができる。 

 

（報告） 

第５条 リーダーは、プロジェクト会議の協議の経過及び結果について全体会議及び運営会議に報告しなけれ 

ばならない。 

 

（解散） 

第６条 プロジェクト会議は、会長及びリーダーの判断により解散することができる。 

 

（事務局） 

第７条 プロジェクト会議の事務は、協議会の事務局が担当する。 

 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、リーダーが会長と協議の上、別に定める。 



 

附 則 

１ この規程は、平成２５年５月８日から施行する。 


